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総務 部 人権・同和対策 課

男女共同参画社会の推進に関し必要と認められる事項
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１男女共同参画の推進に関する本市の施策に理解・関心のある方
２市内に在住している満20歳以上の方
３平日の会議に出席できる方（年３回程度）
４国、地方公共団体の議員または職員でない方
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男女共同参画審議会

審 議 会 等 調 書

男女共参画社会の形成の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、
事業者、教育に携わる者及び区等の役割を明らかにするとともに、
市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策の基本となる事
項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画
的に推進することを目的とする。

佐伯市男女共同参画社会推進条例第５章第25条から第29条

平成20年8月26日


